
令和８年４月１日付け採用 いなべ総合学園高等学校 会計年度任用職員 

（学校労務員）募集案内 

 

三重県立いなべ総合学園高等学校では、次のとおり会計年度任用職員（学校労務員）を募

集します。 

  

１． 募集する職種、募集人数、職務内容等 

職務種別 募集人員 職務内容・勤務条件等 

学校労務員 ２名 別紙 

 

２． 勤務場所 

三重県立いなべ総合学園高等学校（三重県いなべ市員弁町御薗６３２番地） 

 

３． 応募資格 

（１） 次のいずれかに該当する人は応募することができません。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがで

きなくなるまでの人 

・三重県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日（昭和２２年５月３日）以後において、日本国憲法又はその下に

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ

に加入した人 

  （２）年齢制限はありません。 

 

４． 職務内容・勤務条件等 

 別紙を参照のこと 

 

５． 採用選考 

（１） 選考方法 ：面接によります。 

（２） 面接日時・場所 ：各応募者に別途連絡します。 

（３） 結果通知 ：選考後速やかに書面又は電話で応募者に連絡します。 

        また、不採用の方には履歴書をお返しします。 

 

６． 応募方法 

履歴書（市販のもので可、写真貼付のもの）を申込期限までに以下の応募先まで直接

持参又は郵送してください。なお、郵送の場合は、必ず応募先まで到着確認をしてくださ

い。また、面接日時の連絡調整を行うため、平日の日中に連絡のつく連絡先（携帯電話番

号等）を必ず記載してください。 



７． 応募期限 

  令和８年２月１３日（金）１２時 

    ※応募があり次第、順次面接を実施していくため、期限前に募集締切となる場合があ

ります。 

 

８． 応募先 

 〒５１１－０２２２ 

 三重県いなべ市員弁町御薗６３２番地  三重県立いなべ総合学園高等学校 

                           担当：事務室 田中 

                           電話：０５９４－７４－２００６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】 

職務内容・勤務条件等（学校労務員） 

１ 募集人員  ２名 

 

２ 雇用期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

３ 再度任用の有無  有（条件有） 

 

４ 職務内容等 

  職種     会計年度任用職員 

  職名     学校労務員 

  職務内容  学校環境及び施設の整備、その他校長が認めるもの 

  通勤     車通勤可能 

  資格等    地方公務員法第１６条の欠格条項のいずれにも該当しない人 

  試用期間  任用の日から１か月 

 

５ 勤務形態等 

（１）勤務日及び勤務時間（次のいずれか） 

①任用期間中２００日かつ休憩時間を除き１日７時間３０分の勤務 

②任用期間中２２８日かつ休憩時間を除き１日６時間３０分の勤務 

（２）所定勤務時間を超える勤務の有無 

原則無し 

（３）休日   

    勤務日以外の日（原則、土日、祝日及び年末年始は休日とする。ただし勤務の割振り

があった場合を除く） 

（４）休暇制度  

 任用の日から６カ月経過後、県の規定の定めるところにより付与 

 

６ 勤務場所 

    三重県いなべ市員弁町御薗６３２番地 

    三重県立いなべ総合学園高等学校 

 

７ 報酬及び期末手当 

   報酬等     日額９，５６０円（地域手当相当の報酬額を含む） 

   手当      通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当に相当する報酬を規定に基 

づき支給 



    期末勤勉手当 任用期間が６か月以上で、任用期間中の１週間当たりの平均勤務時間 

が１５時間３０分以上の者に対し、年２回（６月及び１２月）、規定に基づき 

支給 

   退職手当    なし 

   報酬支払日  翌月２１日（期末手当を除く）（この日が休日の場合はその前日） 

   支払方法    口座振込 

   昇給       なし 

 

８ 退職 

・ 任用期間が満了又は死亡した場合は、別に発令されることなく退職となる。 

・ 辞職の申出は、所定の様式により原則３０日前に書面により行うものとする。 

 

９ 服務 

・ 地方公務員法の服務に関する規定が適用される（営利企業への従事等の制限 

を除く）。 
・ なお、営利企業への従事等をする場合、事前に届出書を提出するものとする。 
・ 法令に基づく失職、懲戒処分、分限処分等がなされる場合もある。 

 

１０ その他 
・ 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償 
保険法を適用する。 
・ 加入要件に該当する場合は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の対象となる。 
・ 地方公務員法第２２条の２第１項第１号による会計年度任用職員として任用する。 

   

 

※勤務条件等の詳細、不明点については、下記までお問い合わせください。 

                         事務担当 三重県立いなべ総合学園高等学校 

                                事務室 田中 

                                電話：０５９４－７４－２００６ 

 


